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上越市議会会議規則 改正案 

※ 下線部が一部改正（追加・修正）部分。１条まるごと追加の場合下線なし。 

改 正 案 分科会意見・ポイント・論点 

（出席委員に関する措置） 

第８７条の２ この章における出席委員に

は、法第１０９条第９項の規定に基づく条

例の規定により、映像と音声の送受信によ

り相手の状態を相互に認識しながら通話を

することができる方法（以下「オンライン

による方法」という。）で委員会に出席し

ている委員を含む。 

◎ １条まるごと新しい条文の追加 

○定足数に含むなど、オンラインでもきちん

と出席していることの根拠となる規定 

 

※法第１０９条第９項の規定に基づく条例 

＝委員会条例のこと。 

（委員外議員の発言） 

第１１０条 委員会は審査又は調査中の事件

について、必要があると認めるときは、委

員でない議員に対し、その出席を求めて説

明又は意見を聴くことができる。 

２ 委員会は、委員でない議員から発言の申

出があったときは、その許否を決める。 

３ 前２項の場合において、法第１０９条第

９項の規定に基づく条例の規定により、委

員会がオンラインによる方法で開かれてい

るときは、委員外議員は、オンラインによ

る方法で説明し、若しくは意見を述べ、又

は発言することができる。 

４ 前項の委員外議員が、オンラインによる

方法で説明し、若しくは意見を述べ、又は

発言することを希望するときは、あらかじ

め委員長の許可を得なければならない。 

◎ 既存の条文の改正（第３・４項追加） 

○オンライン委員会でも、委員外議員が出席

すること（現在でもオンラインで視聴はで

きるので、出席して発言をすること。）に

ついて認めることにした 

○分科会では、オンライン出席を認めるもの

の、運用において「同一の会派に属する委

員がいない場合に限る」とするべきとの意

見があった。 

 

※第３項の規定により、通常の委員会の場合

に、委員外議員だけがオンライン出席を求

めることはできない。 

○許可制の採否 

（委員長の発言） 

第１１１条 委員長が、委員として発言しよ

うとするときは、委員席に着き発言し、発

言が終わった後、委員長席に復さなければ

ならない。ただし、討論をしたときは、そ

の議題の表決が終わるまでは、委員長席に

復することができない。 

２ 法第１０９条第９項の規定に基づく条例

の規定により、委員会がオンラインによる

方法で開かれている場合において、委員長

が委員として発言するときは、委員長の職

務を行うことができない。ただし、討論を

したときは、その議題の表決が終わるまで

は、委員長の職務を行うことができない。 

◎ 既存の条文の改正（第２項追加） 

○オンラインでは席の概念がない場合がある

ため、代替の規定 
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（不在委員） 

第１２２条 表決の際会議室にいない委員

は、表決に加わることができない。ただ

し、法第１０９条第９項の規定に基づく条

例の規定により、オンラインによる方法で

出席している委員は、この限りでない。 

◎ 既存の条文の改正（文言の一部改正） 

○オンライン出席委員は、委員会においては

不在だが表決に加われることの確認の規定 

（紹介議員の委員会出席） 

第１３９条 委員会は、審査のため必要があ

ると認めるときは、紹介議員の説明を求め

ることができる。 

２ 紹介議員は、前項の要求があったとき

は、これに応じなければならない。 

３ 前項の場合において、法第１０９条第９

項の規定に基づく条例の規定により、委員

会がオンラインによる方法で開かれている

ときは、紹介議員は、オンラインによる方

法で説明することができる。 

４ 前項の紹介議員が、オンラインによる方

法で説明することを希望するときは、あら

かじめ委員長の許可を得なければならな

い。 

◎ 既存の条文の改正（第３・４項追加） 

○委員外議員と同じ 

（協議等の場の開催方法の特例） 

第１６３条の２ 前条の協議等の場について

は、大規模な災害等の発生等又は重大な感

染症のまん延により、その構成員が開会場

所に参集することが困難と認めるときは、

オンラインによる方法で協議等の場を開く

ことができる。 

２ 前項の場合において、開会方法その他必

要な事項は、委員会条例の例による。 

◎ １条まるごと新しい条文の追加 

○協議等の場もオンラインできるための規定 

○当市議会における協議等の場 

・全員協議会 

・各派代表者会議 

・広報広聴委員会 

・課題調整会議、政策形成会議 

・各常任委員協議会、各特別委員協議会 

・議員懇談会 

 


